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京都府国民健康保険広域化等支援方針 

 

１．広域化等支援方針の策定 

(1) 策定の目的 

安心できる医療の確保は、府民が地域で生活していくために欠かせないものであ

り、市町村国保については、被用者保険に加入する者等を除くすべての者を被保険

者とする「国民皆保険の 後の砦」といえるものとなっている。このため、京都府

においては、医療計画等を通じて医療提供体制の整備を進めるとともに、市町村国

保の運営の支援等を行ってきた。 

しかし、高齢化の進展や就業構造の変化等により、市町村国保の運営は非常に厳

しい状況となっている。市町村国保の被保険者は無職の方や高齢者が多く、保険料

（保険税を含む。以下同じ。）の負担能力が低い一方で、医療費が高い傾向があり、

市町村国保財政は危機的状況にある。また、小規模市町村では、国保財政が不安定

になりやすく、医療費分析やレセプト点検等を十分に行うことが困難となっている。

加えて、医療は市町村域を越えて提供されている実態があるが、市町村国保の保険

料は市町村間で格差が大きくなっており、同じ所得で同じ世帯構成であっても、住

んでいる市町村によって保険料が大きく異なっている。さらに、今後の高齢化のさ

らなる進展等により、市町村国保の運営は一層厳しさを増していくと見込まれてい

る。 

このような状況において、国は、平成２４年度で後期高齢者医療制度を廃止し、

平成２５年度から被用者と被扶養者を除いた高齢者は国保に加入することとし、市

町村国保のうち７５歳以上の部分を都道府県単位で財政運営するという新たな高齢

者医療制度案を検討しているところである。また、その後、全年齢を対象として、

市町村国保の都道府県単位での一元化を進めることとしている。 

こうした中で、京都府としては、国民皆保険を維持し、府民の公平性を確保し、

府民の健康を守るためには、将来的な医療保険制度の全国規模の一元化を目指しつ

つ、まずは、ナショナルミニマム確保の観点から市町村国保への国費投入を充実す

るよう国に求めるとともに、市町村国保を都道府県単位で一元化し、広域自治体で

ある京都府がその運営に参画することにより、京都府と市町村が協力して国保を運

営していくことが必要であると考えている。国の制度見直しの検討状況を踏まえつ

つ、京都府が医療提供体制、医療保険、健康増進等の保健医療政策全般の一体的な

運用を図ることができる体制を構築し、今まで以上に、地域に必要な医療機能の強

化に取り組むとともに、医療費の効率化、府民の健康づくり等を効果的に推進して

いく必要がある。 

本方針は、市町村国保の都道府県単位での一元化に向けて、市町村国保の事業運

営の広域化及び財政の安定化を推進するために京都府が策定する支援の方針である。

府民が安心して必要な医療を受けられるよう、本方針に基づき、京都府と市町村が

協力しながら、市町村国保の事業運営の広域化により、事業効果の向上、事務の効

率化等を図るとともに、財政運営の広域化により、財政の安定化、公平性の確保等

を図るものである。 
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(2) 根拠規定 

本方針は、市町村の意見を聴いた上で、京都府が国民健康保険法（昭和３３年法

律第１９２号）第６８条の２第１項に基づき策定するものである。 

なお、同条第６項において、市町村は、市町村国保の運営に当たっては、本方針

を尊重するよう努めるものとするとされている。 
 

(3) 対象期間 

本方針は、平成２２年１２月２７日から平成２５年３月３１日までを対象期間と

する。ただし、国における制度見直しの検討状況、京都府内の市町村国保の状況、

急激な経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて本方針の見直しを行うこととする。 
 

２．京都府における市町村国保の状況及び将来の見通し 

(1) 被保険者の状況 

市町村国保は昭和３６年の制度創設以来５０年近くが経過し、高齢化の進展や就

業構造の変化等により、自営業者や農林水産業従事者が中心の保険から、無職の方

や低所得者を中心とする保険に変化している。 

全国の市町村国保における世帯主の職業をみると、昭和４０年度には自営業・農

林水産業が６７．５％であったが、平成２０年度には２０．７％まで低下している。

一方で、６．６％であった無職の方は３９．６％まで大幅に増加しており、非正規

労働者等の被用者保険に加入できない被用者も１９．５％から３３．７％に増加し

ている。 
 

(2) 医療費の状況 

医療費については、高齢化の進展、医療の高度化等により、大きく増加している。

京都府内の市町村国保の一人当たり医療費は、昭和６３年度には１２３，９４８円

であったが、平成２０年度には２３５，８０３円と、２０年間で約１．９倍に増加

している。 

また、京都府内の市町村ごとの市町村国保の一人当たり医療費をみると、医療機

関の地域偏在、年齢構成、住民の健康状態等により、平成２０年度では、一番高い

市町村で２７０，０６０円、一番低い市町村で２０４，２２３円と、約１．３倍の

格差が生じている。ただし、京都府において、患者が居住する市町村内の医療機関

を受診する割合は、入院で３２．０％、外来で５５．９％であり、医療が市町村内

で完結する割合は低くなっており、医療資源の多い市町村において一人当たり医療

費が高くなるというはっきりとした傾向はみられない。なお、府民が京都府内の医

療機関を受診する割合は、入院で９４．３％、外来で９６．６％となっている。 

京都府内の市町村国保の疾病ごとの医療費をみると、平成２１年６月審査分のレ

セプトの総医療費は１１６．６億円であるが、上位四疾病については、「高血圧性疾

患」が８．９億円、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が６．２億円、

「糖尿病」が５．６億円、「腎不全」が５．６億円となっており、生活習慣病対策の

推進が重要となっている。 
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(3) 保険料の状況 

医療費が増加すれば、基本的にそれを賄う保険料も増加することとなる。京都府

内の市町村国保の一人当たり保険料は、昭和６３年度には６３，０１０円であった

が、平成２０年度には７７，１９１円（医療分及び後期高齢者支援分）と、２０年

間で約１．２倍に増加している。ただし、同じ時期の一人当たり医療費の増加率と

比べると、一人当たり保険料の増加率は低くなっている。 

京都府内の市町村ごとの市町村国保の保険料をみてみると、住んでいる市町村に

よって、保険料負担に大きな格差がある。一人当たり保険料（医療分及び後期高齢

者支援分）は、平成２０年度では、一番高い市町村で１０４，２０８円、一番低い

市町村で５６，９４４円と、約１．８倍の格差が生じている。また、世帯類型ごと

の保険料を試算すると、夫婦と子ども二人の中間所得世帯（年収３５０万円）の場

合は、平成２０年度の世帯保険料（医療分及び後期高齢者支援分）は、一番高い市

町村で２９２，６４０円、一番低い市町村で１６４，３７０円と、約１．８倍の格

差が生じている。基礎年金のみの高齢者夫婦世帯（年収１６０万円）の場合は、一

番高い市町村で４５，６００円、一番低い市町村で１５，９３０円と、約２．９倍

の格差が生じている。 
 

(4) 財政の状況 

市町村国保への財政支援や後期高齢者医療制度の創設等が行われてきたが、市町

村国保は非常に厳しい財政状況にあり、ナショナルミニマム確保の観点から、国に

対して国費投入の充実を求める必要がある。 

京都府内の市町村国保の累積収支（収支差引額に基金等保有額を加えたもの）を

みると、平成１０年度末には合計で１０６．０億円の黒字であったが、平成２０年

度末には４１．０億円の赤字となっている。また、単年度の実質的な収支（収支差

引額から一般会計任意繰入れを除外したもの）をみると、平成１０年度には京都府

内の市町村国保のうち４５．５％（４４市町村のうち２０市町村）が赤字であった

が、平成２０年度には７６．９％（２６市町村のうち２０市町村）が赤字となって

いる。 
 

(5) 将来の見通し 

市町村国保の運営は現在も非常に厳しい状況にあるが、今後のさらなる高齢化が

市町村国保財政に与える影響について、医療費水準や医療保険制度が現行のままで

あると仮定して推計した。 

被保険者の減少等で保険料収入は増えない中で、７５歳以上の高齢者の全国的な

増加により後期高齢者支援金の支出が２倍以上に増えること等から、保険料を引き

上げない場合は、平成３７（２０２５）年度の京都府内の市町村国保には１５８．

１億円の単年度赤字が発生する見込みであり、平成２０年度の単年度赤字５．５億

円に比べ、大幅に市町村国保財政が悪化することとなる。仮に赤字分を保険料の引

上げで賄おうとすれば、一人当たり保険料（医療分及び後期高齢者支援分）につい

ては、平成２０年度の７７，１９１円から、平成３７年度には１１８，０９２円と、

約１．５倍に引き上げる必要がある。 
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また、京都府内の市町村ごとの市町村国保の単年度の実質的な収支をみると、平

成２０年度は赤字の市町村が７６．９％であるが、平成３７年度にはすべての市町

村が赤字となる見込みである。 

京都府内の市町村間の保険料の格差については、平成３７年度の一人当たり保険

料（医療分及び後期高齢者支援分）は、一番高い市町村で１４４，９１７円、一番

低い市町村で６２，７２８円と、約２．３倍の格差となる見込みであり、平成２０

年度の約１．８倍からさらに格差が拡大することとなる。 
 

３．市町村国保の事業運営の広域化及び財政の安定化の推進に関する京都府の役割 

府民が安心して必要な医療を受けられるよう、国民皆保険を維持し、府民の公平性を

確保し、府民の健康を守るため、京都府は、ナショナルミニマム確保の観点から市町村

国保への国費投入の充実を国に求めるとともに、市町村と協力して、市町村国保の都道

府県単位での一元化に向け、４．の取組等により、市町村国保の事業運営の広域化及び

財政の安定化を推進する。 
 

４．市町村国保の事業運営の広域化及び財政の安定化を図るための具体的な施策 

(1) 京都府と市町村の協議会等の設置 

市町村国保の都道府県単位での一元化に向け、本方針に定める施策の推進、本方

針の進捗管理や見直し、運営体制の在り方等について、京都府と市町村が協議、調

整等を行うための協議会を設置するとともに、協議会の下に、具体的な施策の実施

等に関する作業部会を設置する。【平成２２年度に設置】 
 

(2) 事業運営の広域化 

事業運営の広域化を推進することにより、市町村国保の都道府県単位での一元化

に向けて、事業効果の向上、事務の効率化等を図る。事業運営の広域化については、

原則として、京都府が企画立案し、市町村間の調整を図った上で、市町村が地域の

実情に応じて参加を判断するものである。 
 

① 「市町村基幹業務支援システム」への参加促進 

京都府及び府内全市町村で構成する京都府自治体情報化推進協議会においては、

市町村の基幹となる業務のシステムを共同化し、制度改正等に効率的に対応する

ため、「市町村基幹業務支援システム」を運用しているところである。この中には

サブシステムとして国民健康保険システムも含まれ、平成２２年度に４市町村が

参加しており、加えて４市町村が参加を表明している。作業部会等で市町村から

意見、要望等を聞き、市町村のシステム更新の時期等も考慮しながら、「市町村基

幹業務支援システム」への参加を促進していく。【平成２３年度から実施】 
 

② 効果的な保健事業の支援 

小規模市町村では医療費や健診データ等の分析を十分に行うことが難しくなっ

ており、また、各市町村が自らの状況を他の市町村と比較し保健事業に取り組む

ことが重要である。京都府においては、平成２１年度に「あんしん医療制度研究

会」で医療保険のレセプト分析を行い、平成２２年度には医療保険と介護保険の
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レセプト分析を行っているところであり、引き続き、京都府が医療費や健診デー

タ等を分析し、市町村間で比較ができるように情報提供を行うとともに、分析・

活用方法の助言等を行う。【平成２１年度から実施】 

また、市町村が特定健診・特定保健指導、疾病の発生予防や重症化予防等をよ

り効果的に行えるよう、作業部会等で市町村から意見、要望等を聞きながら、市

町村の職員等を対象とした研修、好事例の情報共有、特定健診の受診を促進する

ための啓発等に共同して取り組む。【平成２２年度から順次実施】 

医療費通知については、医療費の額や受診日数等を被保険者に通知することに

より、健康の保持増進や適正受診に関する意識を高めることにつながるものであ

る。平成２２年度には２３市町村が京都府国民健康保険団体連合会に委託して実

施しているところであり、作業部会等で市町村から意見、要望等を聞き、事業効

果の向上、事務の効率化等を勘案しながら、医療費通知の京都府国民健康保険団

体連合会への委託等に共同して取り組む。【平成２３年度から実施】 

さらに、医療機関を重複し、又は頻回に受診している被保険者や医薬品の処方

を過剰に受けている被保険者等に対する保健指導について、作業部会等で市町村

から意見、要望等を聞きながら、共同して取り組む。【平成２３年度から実施】 
 

③ 収納対策の共同取組 

保険料は市町村国保の基本となるものであるが、近年、保険料の収納率は低下

している。一般的に口座振替世帯の割合の高い市町村は保険料の収納率が高くな

っていることから、作業部会等で市町村から意見、要望等を聞きながら、市町村

国保制度に関する周知のほか、口座振替による納付を促進するための啓発等に共

同して取り組む。【平成２３年度から実施】 

また、保険料の滞納事案については、京都府と、京都市を除く市町村が共同し

て京都地方税機構を設立しており、京都地方税機構が各構成団体から府税・市町

村税及び保険料の滞納事案の移管を受け、効果的かつ効率的な滞納整理に取り組

んでいるところである。平成２２年度に１７市町村が保険料の滞納事案を京都地

方税機構に移管している。作業部会等で市町村から意見、要望等を聞き、市町村

における保険料の徴収体制も考慮しつつ、納付相談や納付状況、短期被保険者証

の交付等に関する市町村と京都地方税機構との連携に一層配慮しながら、保険料

についての京都地方税機構への移管を促進していく。【平成２３年度から実施】 
 

④ 医療費適正化策の共同取組 

診療報酬の支払いの適正化を図るため、レセプト点検を適切に行うことが重要

である。レセプト二次点検について、平成２３年度から京都府国民健康保険団体

連合会が受託を開始するところであり、作業部会等で市町村から意見、要望等を

聞き、事業効果の向上、事務の効率化等を勘案しながら、京都府国民健康保険団

体連合会への委託等に共同して取り組む。【平成２３年度から実施】 

また、交通事故等の第三者行為求償について、作業部会等で市町村から意見、

要望等を聞きながら、情報・ノウハウの共有を図り、効果的かつ効率的な運用に

共同して取り組む。【平成２３年度から実施】 
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医師等の過度の負担を軽減し、限りある医療資源を有効に活用するため、作業

部会等で市町村から意見、要望等を聞きながら、救急外来利用の適正化を促すた

めの啓発、夜間に子どもが体調を崩した場合の対応を紹介したパンフレットの配

布、医師等と患者・住民との信頼関係の構築のための取組等に共同して取り組む。

【平成２３年度から実施】 

後発医薬品については、被保険者の負担軽減や国保財政の健全化に資すると考

えられ、平成２２年度に１５市町村が被保険者への後発医薬品希望カードの配付

を実施している。被保険者への後発医薬品利用差額通知については、平成２２年

５月から協会けんぽ京都支部が対象者や対象医薬品を限定した上で実施しており、

また、平成２３年度から京都府国民健康保険団体連合会が差額通知作成業務を受

託できるようシステムが改修される予定であるが、現在のところ、市町村は実施

していない。府民や医療関係者が安心・安全に後発医薬品を使用できるための環

境整備を推進するとともに、作業部会等で市町村から意見、要望等を聞きながら、

被保険者への後発医薬品希望カードの配付、後発医薬品利用差額通知の送付等被

保険者の後発医薬品の理解促進に共同して取り組む。【平成２３年度から実施】 

近年、柔道整復師の施術所が増加しており、それに伴い、柔道整復療養費も増

加している。平成２２年度に柔道整復療養費の算定基準の見直しが行われたとこ

ろであり、作業部会等で市町村から意見、要望等を聞きながら、柔道整復療養費

の適正な請求に関する周知等に共同して取り組む。【平成２３年度から実施】 
 

(3) 財政運営の広域化 

財政運営の広域化を推進することにより、市町村国保の都道府県単位での一元化

に向けて、小規模保険者では財政が不安定となりやすいという問題や保険料の市町

村格差を解消し、財政の安定化、公平性の確保等を図る。 
 

① 保険財政共同安定化事業の見直し 

保険財政共同安定化事業については、国保財政の安定化と市町村間の保険料の

平準化を図るため、レセプト一件当たり３０万円超８０万円以下の医療費につい

て、都道府県ごとに各市町村国保からの拠出金（被保険者割５０％、医療費実績

割５０％）で賄う共同事業である（※）。 

平成２２年５月の国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の改正により、保

険財政共同安定化事業について、拠出対象となる医療費の額を引き下げるととも

に、拠出方法に所得割（応能負担）を導入することが可能となった。府民の公平

性を確保する観点から、負担能力に応じた拠出である所得割を導入することが適

当である。また、市町村国保の都道府県単位での一元化を見据えると、対象医療

費をできる限り引き下げ、拠出方法を標準的な保険料の応益・応能割合（応益負

担５０％、応能負担５０％）に合わせることが望ましいと考えられる。しかし、

市町村が市町村国保を運営するという現行制度においては、拠出方法に医療費実

績割を一定程度残すことが適当であり、また、見直しによる各市町村国保への影

響が過度に大きくならないよう配慮する必要がある。 

このような観点で保険財政共同安定化事業の見直しの試算を行ったところ、対
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象医療費の引下げは市町村に与える影響が極めて大きいことから、当面、対象医

療費は見直さず、拠出方法に所得割を導入することとする。具体的には、保険財

政共同安定化事業の拠出方法について、平成２３年度から被保険者割４０％、医

療費実績割４０％、所得割２０％とする。その際、拠出額が増加する市町村にお

いて保険料が急激に増加することを回避するため、京都府調整交付金及び広域化

等支援基金を活用した激変緩和措置を講じる。また、引き続き、協議会等で、保

険財政共同安定化事業の拠出方法について標準的な保険料の応益・応能割合（応

益負担５０％、応能負担５０％）に合わせる方向で、対象医療費について引き下

げる方向で検討を行い、平成３０年度を目途に京都府における市町村国保の都道

府県単位での一元化の実現を目指す。【拠出方法の見直しについて平成２３年度か

ら実施、対象医療費の引下げについて引き続き検討】 

※ レセプト一件当たり８０万円超の医療費については、都道府県ごとに各市町

村国保からの拠出金と公費で賄う高額医療費共同事業により措置されている。 
 

② 京都府調整交付金の活用 

京都府調整交付金については、保険財政共同安定化事業の拠出方法の見直しの

激変緩和措置に活用するほか、市町村国保の都道府県単位での一元化に向けた活

用を検討する。【平成２３年度から実施】 
 

③ 広域化等支援基金の活用 

広域化等支援基金については、保険財政共同安定化事業の拠出方法の見直しの

激変緩和措置、市町村の市町村国保事業に財源不足が見込まれる場合の無利子貸

付等に活用するほか、市町村国保の都道府県単位での一元化に向けた活用を検討

する。【平成２３年度から実施】 
 

(4) 京都府内の標準設定 

市町村国保の都道府県単位での一元化に向けて、保険料の収納率目標、赤字解消

の目標等を設定することにより、財政の安定化、公平性の確保等を図る。 
 

① 保険料の収納率目標 

市町村国保については、基本的に、必要となる医療費を保険料、一部負担金及

び公費で賄うものである。被保険者にとって保険料が過重な負担とならないよう

配慮しながら、医療費に応じた適正な保険料の賦課・徴収を行う必要があり、国

保財政の安定化、府民の公平性の確保の観点からも、保険料の収納率の向上は重

要な課題となっている。保険料の収納率は景気悪化等の影響により厳しい状況に

あるが、特に、市町村国保の都道府県単位での一元化を見据えると、京都府内の

市町村国保の平均収納率よりも収納率が低くなっている市町村については、重点

的に収納率向上対策に取り組む必要がある。 

このような観点から、保険料の収納率目標については、平成２１年度収納率に

応じて、平成２４年度の目標収納率を次のように定め、その達成状況に応じて京

都府が技術的助言若しくは勧告を行い、又はその達成に資する取組に対し京都府

調整交付金で支援を行うこととする。【平成２２年度に目標設定】 
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また、作業部会等で市町村から意見、要望等を聞きながら、口座振替納付促進

等の効果的な収納対策を検討するほか、平成２１年度収納率が９０．０％を下回

っている市町村（福知山市、笠置町、久御山町、八幡市）については、作業部会

等で個別の収納率向上対策を検討し、重点的な支援を行う。【平成２３年度から実

施】 

（保険料の収納率目標） 

平成 21 年度 

の収納率 
該当市町村 

平成 24 年度 

の目標収納率 

92.0%超 

伊根町(98.94%)、宮津市(95.75%)、綾

部市(94.72%)、宇治田原町(94.58%)、

大山崎町(94.10%)、京丹後市(93.88%)、

与謝野町(93.66%)、京田辺市(93.56%)、

城陽市(93.35%)、南丹市(93.34%)、精

華町(93.25%)、宇治市(93.22%)、木津

川市(92.67%)、和束町(92.52%)、長岡

京市(92.19%) 

各市町村がそれぞれの

平成 21 年度収納率に

0.5 ポイントを加えた

数値以上 

90.0%超 

92.0%以下 

亀岡市(91.94%)、舞鶴市(91.93%)、向

日市(91.83%)、南山城村(91.29%)、京

丹波町(91.02%)、井手町(90.84%)、京

都市(90.57%) 

各市町村がそれぞれの

平成 21 年度収納率に

1.0 ポイントを加えた

数値以上 

90.0%以下 
福知山市(89.96%)、笠置町(88.13%)、

久御山町(87.47%)、八幡市(87.14%) 

各市町村がそれぞれの

平成 21 年度収納率に

2.0 ポイントを加えた

数値以上 

※ 平成 21 年度の京都府内の市町村国保の平均収納率：91.32% 
 

② 赤字解消の目標 

市町村国保を安定的に運営するためには、財政の健全化が必要である。また、

各市町村国保の累積赤字については、府民の公平性の確保の観点から、都道府県

単位で一元化された国保財政には持ち込むことはできず、都道府県単位での一元

化の前に、各市町村は前年度繰上充用の解消にできる限り取り組む必要がある。

他方、市町村国保の被保険者は無職の方や高齢者が多く、保険料の負担能力が低

い一方で、医療費が高い傾向にあり、市町村国保の累積赤字を短期的に解消する

ことは困難である。 

このような観点から、赤字解消の目標については、赤字解消の目標年次は定め

ないが、各市町村は前年度繰上充用の解消にできる限り取り組むこととする。【平

成２２年度に目標設定】 

京都府としては、市町村国保の都道府県単位での一元化の際に、市町村国保の

累積赤字を長期債務に振り替え、その計画的な解消を図ることができるよう、各

市町村が地方債を発行できる制度を創設し、当該債務の後年度負担について国が

財政措置を講じることを国に対して求めていく。【平成２２年度から実施】 
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③ 標準的な保険料算定方式・応益割合・保険料賦課限度額 

標準的な保険料算定方式については、府民の公平性の確保の観点から設定する

ことが望ましいと考えられ、国における制度見直しの検討状況を踏まえつつ、引

き続き、協議会等で検討を進める。なお、検討に当たっては、四方式（所得割、

資産割、均等割、平等割）は都市部で資産割額が高額となることに留意する必要

がある。【引き続き検討】 

京都府としては、市町村国保の都道府県単位での一元化の際に、一人当たり医

療費が都道府県内の平均より一定程度以上低い市町村について、一元化によって

保険料が大幅に引き上がることのないよう、国に対し、医療費が都道府県内で平

準化されるまでの間は、不均一保険料率を認め、均一保険料率との差額分に国費

を投入する制度を創設するよう求めていく。【平成２２年度から実施】 

また、標準的な応益割合については、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令

第３６２号。以下「令」という。）第２９条の７で定める標準を踏まえ、５０％と

する。【平成２２年度に標準設定】 

保険料の賦課限度額を低く設定した場合は中間所得層に過重に負担をかけるこ

ととなるので、標準的な保険料賦課限度額については、令第２９条の７で定める

賦課限度額とする。【平成２２年度に標準設定】 
 

④ 標準的な保険料・一部負担金の減免基準 

標準的な保険料・一部負担金の減免基準については、生活困難者の医療機会の

確保の観点から設定することが望ましく、その運用を京都府が支援する必要があ

ると考えられる。 

一部負担金の減免基準については、平成２２年９月に国の基準が示されたとこ

ろであり、京都府調整交付金を活用して、市町村による国の基準の運用を支援す

る。さらに、京都府内の標準的な保険料・一部負担金の減免基準について、平成

２３年度中に設定できるよう協議会等で検討を行う。【平成２３年度に標準設定】 
 

(5) 地域医療への支援 

府民が安心して必要な医療を受けることができるよう、市町村国保の都道府県単

位での一元化に取り組むとともに、地域に必要な医療機能の強化、医師や医療機関

の地域偏在の是正等に取り組む必要がある。 

このため、京都府保健医療計画等に基づき、救急・周産期医療体制の強化、医師

の総合的な確保・定着対策の推進、へき地医療拠点病院の強化等に取り組む。【引き

続き実施】 

 

５．京都府における市町村国保の都道府県単位での一元化に向けた工程表 

別添の工程表で示した諸課題を軸に検討を進め、平成３０年度を目途に京都府におけ

る市町村国保の都道府県単位での一元化の実現を目指す。ただし、国における制度見直

しの検討状況、京都府内の市町村国保の状況、急激な経済情勢の変化等を踏まえ、必要

に応じて工程表の見直しを行うこととする。 



 

京都府における市町村国保の都道府県単位での一元化に向けた工程表 

 
 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26～29 年度 30 年度 

国における制度

見直し予定等 

    

 

  

京都府と市町村の

協議会等の設置 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

事業運営の広域化 

      

      

 

 

     

財政運営の広域化 

 

 

     

      

      

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

      

      

府内の標準設定 

      

      
地域医療への支援       

別添 

京都府におけ
る市町村国保
の都道府県単
位での一元化

標準保険料率、システム等の検討 

保険財政共同安定化事業の拠出方法
見直し・対象医療費引下げの検討 

保険財政共同安
定化事業の拠出
方法見直し 京都府調整交付金及び広域化等支援基金による激変緩和措置 

地域に必要な医療機能の強化、医師や医療機関の地域偏在の是正等への取組 

協議会・作業
部会の設置 

医療費や健診データ等の分析・情報提供

｢市町村基幹業務支援システム｣への参加促進 

特定健診･保健指導等の研修・情報共有・啓発等の共同取組 

医療費通知の共同取組 

重複頻回受診者等への保健指導の共同取組 

京都地方税機構への移管促進 

被保険者の後発医薬品の理解促進の共同取組

財政基盤強化
策等の期限 

財政基盤強化策等
の期限延長 

広域化等支援方針

第三者行為求償の共同取組 

救急外来利用の適正化等の共同取組 

収納対策・・・ 

医療費適正化

保健 
事業 

収納率目標の設定 

赤字解消目標の設定 

市町村国保赤
字の地方債制
度の創設 

不均一保険料
制度の創設 

標準的な応益割合
の設定 

収納率向上対策の重点実施 

前年度繰上充用の解消への取組 

標準的な保険料算定方式の検討 

標準的な保険料賦課
限度額の設定 

標 準 的 な 保 険
料 の 減 免 基 準
の設定 

標 準 的 な 一 部
負 担 金 の 減 免
基準の設定 

設定した標準の実現に向けた取組 

市町村国保への国費投入の充実 

新しい高齢者
医療制度の施
行（高齢者の市
町村国保の都
道府県単位化）

新しい高齢者医療
制度の法案提出 

口座振替促進の啓発等の共同取組 

レセプト二次点検の共同取組 

柔道整復療養費の適正請求周知等の共同取組
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